
生活衛生課 

 

議案第５０号 

港区墓地等の経営の許可等に関する条例の一部を改正する条例について 

 

 「宗教法人法」及び「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」（以下これらを

「関係法」といいます。）の一部改正により、墓地、納骨堂又は火葬場（以下「墓地等」

といいます。）の経営主体となる法人の登記の取扱いが変更となることに伴い、港区

墓地等の経営の許可等に関する条例（以下「条例」といいます。）の一部を改正しま

す。 

 

１ 改正の背景・理由 

区では、墓地等の経営の許可等に当たり、墓地等の経営主体等について必要事項

を規定しています。 

このたび、関係法が改正され、令和４年９月１日から、墓地等の経営主体となる

宗教法人及び墓地等の経営を行うことを目的とする公益社団法人又は公益財団法

人について、従たる事務所の所在地における登記義務が廃止されます。 

これを踏まえ、条例の規定を整備するため、条例の一部を改正します。  

 

２ 改正内容 

  条例で引用している関係法の従たる事務所の所在地における登記等に係る条項

番号を削除し、条例の表現を改めます。 

 

３ 施行期日 

令和４年９月１日 
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